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「ベストプラクティス企業との意見交換」を実施しました 
～ 11月 21日に北海道労働局長がホシザキ北海道株式会社を訪問 ～ 

 

厚生労働省北海道労働局（局長 村松
むらまつ

 達也
た つ や

）は、11月に実施している「過

重労働解消キャンペーン」の一環として、働き方・休み方改善に積極的に取り

組んでいる「ホシザキ北海道株式会社」をベストプラクティス企業（※）に選定

し、11月 21日に同社を訪問し、意見交換を行いました。 

 
※「ベストプラクティス企業」 

「ベストプラクティス企業」とは、最もよいと思われる方法で働き方・休み方改善に

積極的な取組を行っている企業のことです。 

 

 

 

村松労働局長（左から２番目）、古神
こ が み

代表取締役社長（左から３番目）、向
むかい

取締役統括部長（左から４番目）  

Press Release 



 

【企業概要】※11/21 現在 

 

社   名：ホシザキ北海道株式会社 

本社所在地：北海道札幌市白石区菊水 1条 4丁目 1－8 

代 表 者：代表取締役社長 古神 和也 

事 業 内 容：各種フードサービス機器（製氷機、冷蔵庫等）

の販売、メンテナンス 

労 働 者 数：360名 

 

 

 

 

  

【意見交換】 

 意見交換では、企業におけるこ

れまでの働き方改革に関する取組

経過、取組内容、取組の効果などが

説明されました。 

その後、ワーク・ライフ・バラン

スの実現や人材確保など、様々な

テーマについて意見交換を行いま

した。 

 

 

 

 

 

【企業訪問の様子】 

 意見交換に際し、事業概要の説

明や製品展示など、実際の企業施

設を回り、説明を受けました。 

  

 

 

 

 



【ホシザキ北海道株式会社の取組】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   
         

                  
                   
   

          

               

         

            

           

         

                  
   

                  

                      

                  

           

                  

               

                

                

                

                                

             

                             

       

         

                

                   

            

                      

             

                 

           

                   

                                       

                

             

                            

            

    

         

          

         

ホシザキ北海道株式会社では、以下

を始めとした働き方・休み方の取組を

進めていました。 

◆「労働時間の縮減」 

  業務のDX化を進めるなどにより、

外勤先での事務処理を可能とする

など業務効率化を図るほか、従業員

の要望を踏まえ休日を増加させる

などにより、労働時間の縮減を図り

ました。 

◆ 「年次有給休暇の取得促進」           

計画的取得の促進や連続休暇が

取りやすい時期に取得をするよう

働きかけるなど、制度や取得しや

すい職場環境づくりに取り組んだ

結果、70％を超える取得率を達成、

継続していました。 

◆ 「仕事と育児の両立支援」 

育児世代の働きやすい環境の実

現に向け、育児休暇の取得促進を

進めています。制度の整備をはじ

め、職場での理解を進める取組を

行い、対象となる女性の取得

100％、男性 70％とするなど効果が

上がっています。 

◆ 「人材育成」 

 入社後は計画的に研修を実施す

るとともに、相談体制を整備する

ことにより、1 人 1 人の状況に応

じた育成を行っていました。これ

により、従業員も自ら仕事に取り

組む意識が向上し、定着率も向上

していました。 

【意見交換を終えて】 

各分野の取組により、ワーク・

ライフ・バランスの取組が進み、

従業員の職場への満足度やモチベ

ーションも向上しているとのこと

でした。また、これらの取組と併

せて生産性の向上も両立できてい

るとのことです。 


